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❖❖❖ 親亡き後の備え ③ 遺言信託業務 ❖❖❖ 

『遺言信託』とは、信託銀行が『遺言書の作成のサポートや遺言書の保管、遺言の執行を代行

する』サービスの総称です。サービスの内容は大きく分けて、『遺言書の作成と保管』と『遺言

の執行』の２つがあります。（出典：一般社団法人信託協会ホームページより一部抜粋） 

遺言書の作成と保管 

遺言書の作成と保管に関する以下のような項目について信託銀行がサポートします。 

1.事前相談・・・遺言書を作成するために、財産や相続人、遺言書の内容を信託銀行に相談で

きます。 

2.遺言書の作成・・・遺言書（公正証書）を作成します。このとき、遺言者が亡くなった後の遺言

執行者として信託銀行を指定します。 

3.遺言書の保管・・・信託銀行で遺言書を保管するとともに遺言書の内容などについて定期的

に照会し、必要に応じて見

直しを行います。 

遺言の執行 

信託銀行が遺言執行者と

して遺言書の内容を実行

します。  

1.遺言執行業務の開始・・・

遺言者が亡くなったことを

受けて、信託銀行が遺言執

行者として業務を開始しま

す。 

2.財産目録の作成・・・遺産

や借金などの債務を調査

し、相続財産の財産目録を

作成します。 

3.遺言の執行（遺産分割・

名義変更手続き）・・・遺言

書の内容にもとづいて遺

産の分割、不動産などの名

義変更の手続きを進めて

いきます。 
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親亡き後の備えシリーズ ①941号、②943号、④946号で抜けていた③が本号です。 

遺言信託のメリットとデメリット 

遺言信託のメリット 

遺言書作成について事前に相談を受けることができる 

遺言書の保管、管理をしてもらえる 

遺言書の定期的な見直しや変更が可能 

遺言の執行を行ってもらえる 

遺言信託のデメリット 

信託銀行がアドバイスすることができるのは財産に関することに限られる 

引き受けてもらえない可能性がある 

サービスの利用費用が高額である 

家族信託と遺言、遺言信託の主な違い 


